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(54)【発明の名称】 可変視野関節鏡

(57)【要約】
可変視野関節鏡（３０）または類似の装置（内視鏡など
）が、外側制御端部から入力レンズまたは窓によって閉
鎖された内側影像入力端部まで延在する細長いハウジン
グ管を備えている。照明装置がハウジング管の影像端部
の先にある外科処置領域を照明する。第一鏡（１１４）
が外科処置領域からの反射光に割込んで、第二鏡（１１
６）へ反射される処置影像を形成する。次いで、第二鏡
（１１６）が処置影像を反射して中継レンズアセンブリ
（１１８）の入力端部に入射させる。処置影像は、ハウ
ジング管の外側（制御）端部付近に設けた受光器に伝送
される。中継レンズ（１１８）がこの影像を従来型のＣ
ＣＤ装置のような撮像装置に入力し、この撮像装置が影
像を関節鏡の外部へ伝送する。プッシュロッド（１２８
）が二つの鏡の一方または両方の位置を第一および第二
の制限位置の間で変化させる。
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【特許請求の範囲】

    【請求項１】  第一鏡と、

  移動可能である前記第二鏡と、を備えており、

第一鏡および第二鏡は、関節鏡に入射した対象物光線が第一鏡から第二鏡へ反射

すると共に、第二鏡から所望の場所へ反射するように配置されていることを特徴

とする可変視野関節鏡。

    【請求項２】  入力レンズを更に備えており、

第一鏡は入力レンズに対して固定されており、入力レンズおよび第一鏡は、関節

鏡に入射した対象物光線が入力レンズを通過して第一鏡へ向うように配置されて

いることを特徴とする請求項１に記載の可変視野関節鏡。

    【請求項３】  入力レンズおよび第一鏡は移動可能であることを特徴とする

請求項２に記載の可変視野関節鏡。

    【請求項４】  入力レンズおよび第一鏡は単一体として移動可能であること

を特徴とする請求項３に記載の可変視野関節鏡。

    【請求項５】  入力レンズおよび第一鏡は第一軸の周りに回転可能であるこ

とを特徴とする請求項４に記載の可変視野関節鏡。

    【請求項６】  第二鏡は第二軸の周りに回転可能であることを特徴とする請

求項５に記載の可変視野関節鏡。

    【請求項７】  第二軸は第二鏡の反射面と同一平面上にあることを特徴とす

る請求項６に記載の可変視野関節鏡。

    【請求項８】  第一軸および第二軸は平行であることを特徴とする請求項６

に記載の可変視野関節鏡。

    【請求項９】  第一軸および第二軸は同一であることを特徴とする請求項６

に記載の可変視野関節鏡。

    【請求項１０】  第一揺動アームを更に備えており、入力レンズおよび第一

鏡は第一揺動アームに載設されていることを特徴とする請求項５に記載の可変視

野関節鏡。

    【請求項１１】  第一揺動アームは第一軸にピボット点を有することを特徴

とする請求項１０に記載の可変視野関節鏡。
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    【請求項１２】  第二鏡は第二軸の周りに回転可能であることを特徴とする

請求項１１に記載の可変視野関節鏡。

    【請求項１３】  第一軸および第二軸は平行であることを特徴とする請求項

１２に記載の可変視野関節鏡。

    【請求項１４】  第一軸および第二軸は同一であることを特徴とする請求項

１３に記載の可変視野関節鏡。

    【請求項１５】  第二鏡は第二軸の周りに回転可能であることを特徴とする

請求項１に記載の可変視野関節鏡。

    【請求項１６】  一つ以上の視野位置を有する可変視野関節鏡であって、前

記可変視野関節鏡は、

  入力レンズと、

  第一鏡と、

  第二鏡と、を備えており、

入力レンズ、第一鏡および第二鏡は、関節鏡の各視野位置において対象物からの

光線を協働して捕捉し方向づけるように配置されており、第一鏡から第二鏡への

軸心対象物光線の長さは関節鏡の各視野位置において同一であることを特徴とす

る前記可変視野関節鏡。

    【請求項１７】  中継レンズシステムを更に備えており、第二鏡は、関節鏡

の各視野位置において対象物光線を前記中継レンズシステムに方向づけることを

特徴とする請求項１６に記載の可変視野関節鏡。

    【請求項１８】  入力レンズから中継レンズシステムへの周縁対象物光線の

長さは関節鏡の少なくとも二つの視野位置において同一であることを特徴とする

請求項１７に記載の可変視野関節鏡。

    【請求項１９】  入力レンズから中継レンズシステムへの二つの周縁対象物

光線の長さは関節鏡の少なくとも二つの視野位置において同一であることを特徴

とする請求項１８に記載の可変視野関節鏡。

    【請求項２０】  前記二つの周縁対象物光線の長さは関節鏡の少なくとも二

つの視野位置において互いに同一であることを特徴とする請求項１９に記載の可

変視野関節鏡。
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    【請求項２１】  第一視野位置と第二視野位置とを含む少なくとも二つの視

野位置を有する可変視野関節鏡であって、前記可変視野関節鏡は、

  第一鏡であって、前記第一鏡は第一視野位置に対応する位置ｍ１ａと第二視野

位置に対応する位置ｍ１ｂとを有しており、ｍ１ａとｍ１ｂと間の差が第一鏡の

角度変化を規定している前記第一鏡と、

  第二鏡であって、前記第二鏡は第一視野位置に対応する位置ｍ２ａと第二視野

位置に対応する位置ｍ２ｂとを有しており、ｍ２ａとｍ２ｂと間の差が第二鏡の

角度変化を規定している前記第二鏡と、を備えており、

第一鏡の角度変化は第二鏡の角度変化の２倍の大きさであることを特徴とする可

変視野関節鏡。

    【請求項２２】  中継レンズシステムを更に備えており、第二鏡は、第一鏡

から受光した対象物光線を中継レンズシステムへ反射するように指向されている

ことを特徴とする請求項２１に記載の可変視野関節鏡。

    【請求項２３】  中継レンズシステムは光学中心を有しており、第二鏡は、

第一鏡から受光した軸心対象物光線を中継レンズシステムの光学中心へ反射する

ように指向されていることを特徴とする請求項２２に記載の可変視野関節鏡。

    【請求項２４】  いずれの２つの視野位置に対しても第一鏡の角度変化は第

二鏡の角度変化の２倍の大きさであることを特徴とする請求項２１に記載の可変

視野関節鏡。

    【請求項２５】  入力レンズと、

  第一鏡と、

  第一揺動アームであって、前記第一揺動アームは末端部とピボット端部とを有

しており、入力レンズおよび第一鏡は末端部近傍の第一揺動アームの上に載設さ

れている前記第一揺動アームと、

  第一揺動アームのピボット端部にある軸体であって、前記軸体は中心軸を有し

ており、第一揺動アームは前記軸体の周りに回転可能である前記軸体と、

  第二鏡であって、前記第二鏡は反射面を有しており、前記第二鏡の反射面は軸

体の中心軸とほぼ同一平面上にあるように載設されており、前記第二鏡は軸体の

周りに回転可能である前記第二鏡と、
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  を備えていることを特徴とする可変視野関節鏡。

    【請求項２６】  ハウジング管であって、前記ハウジング管は長手軸を有し

ている前記ハウジング管と、

  第二揺動アームであって、前記第二揺動アームは鏡側端部と接続端部とを有し

ており、前記第二揺動アームは鏡側端部で第二鏡に接続されている前記第二揺動

アームと、

  プッシュロッドであって、前記長手軸の方向と平行であると共にこれに沿って

移動可能である前記プッシュロッドと、

  プッシュロッドに接続されたプッシュロッド端部と第一揺動アームに接続され

た揺動アーム端部とを有する第一接続ロッドと、

  プッシュロッドに接続されたプッシュロッド端部と第二揺動アームの接続端部

に接続された揺動アーム端部とを有する第二接続ロッドと、を備えており、

第一接続ロッドの揺動アーム端部と軸体との間の距離は、第二接続ロッドの揺動

アーム端部と軸体との間の距離のほぼ半分であることを特徴とする請求項２５に

記載の可変視野関節鏡。

    【請求項２７】  第二鏡の回転角度は第一鏡の回転角度に対して半分の大き

さであることを特徴とする請求項２５に記載の可変視野関節鏡。

    【請求項２８】  請求項２６に記載の可変視野関節鏡であって、前記関節鏡

には視野範囲が存在しており、視野範囲内の中央視野においては第一揺動アーム

および第二揺動アームは平行であることを特徴とする前記可変視野関節鏡。

    【請求項２９】  入力端部を有する細長いハウジング管と、

  ハウジング管の入力端部を閉鎖するメニスカスレンズと、

  を備えていることを特徴とする可変視野関節鏡。
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【発明の詳細な説明】

      【０００１】

（技術分野）

  内視鏡のような関節鏡やその他の類似の光学装置は、永い間、外科学やその他

の分野で用いられてきた。本明細書で説明する本発明は、外科医学のような外科

学で用いられる関節鏡や類似の装置に関する。

      【０００２】

（背景技術）

  この１５年間以上に亘り、最小侵襲外科学が主流となるにしたがって、外科学

の性質は著しく変化している。整形外科学会では、特に、関節鏡などを用いた技

術は最も一般的な外科処置となっている。このような技術を用いた外科処置は患

者にとって痛みが少なく、また、多くの場合には、患者身体により大きな侵襲を

必要とする技術より迅速かつ安全に実施することができる。麻酔法もそれほど複

雑ではなく、外科処置を外来として行える場合もあり、また、処置はより経済的

である。患者はより迅速に通常の生活に復帰できる。つまり、入院期間を短縮で

きたり、入院せずに済ませることができる。しかし、これらの総ての利点は、最

小侵襲外科処置によって良好な診断や外科技術の向上や医原性障害の防止が図ら

れる場合にのみ、実現される。同様の利点は、他の非外科的装置によっても得ら

れる。

      【０００３】

  これらの最小侵襲技術では、用いる関節鏡、内視鏡および他の主要な光学装置

の限界から一つの問題が生じる。特に、従来から市販されている最良の装置の場

合でも視界がかなり制限されており、これが、少なくともある程度は、普及を妨

げていた。利用できる装置と技術は、１９８５年以降あまり変化していない。診

断や処置のための関節鏡や同様の装置の使用者が得る視野を大きく改善すること

が非常に重要である。

      【０００４】

  関節鏡／内視鏡装置で得られる視野を変更（拡大）するための様々な技術が提

案されてきたが、これらはあまり成功していない。一般にこのような提案では、
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複数の移動可能なレンズやプリズムを装置の入力端部に組込むことが必要となる

。その結果、生じる構造体の精度、相対的移動の精度、空間的要件、光学的歪、

および有害な「周辺」光の除去、の問題が重要となってくる。これは特に意外な

ことではなく、組込んだレンズやプリズムの間の相互作用や光の損失によって問

題が悪化するのである。

      【０００５】

  使用者が広い有効視野を得ることができると共に、関節鏡を移動せずに視野範

囲を変更できる関節鏡が望まれている。このような関節鏡の一例が、本願発明者

による同時係属出願である米国特許出願第０９／２４３，８４５号「可変視野関

節鏡」（１９９９年２月３日出願）に開示されている。本明細書および添付の特

許請求範囲における「関節鏡」の用語は、外科学で使用するものか否かによらず

関節鏡および他の類似の光学装置を包含する。

      【０００６】

（発明の要旨）

  本発明は、外側制御端部から離れた影像入力端部を有する細長いハウジングを

備えた可変視野関節鏡に関する。ハウジング管の影像入力端部の先にある処置影

像領域を照明するための照明装置が設けられている。ハウジング管の入力端部に

設けた入力レンズは処置領域から反射された光に割込む。入力レンズは好ましく

は発散型レンズであって、３０°から６０°の角度で傾斜するハウジング管の影

像入力端部を閉鎖（および通常は密閉）している。反射光は処置影像を形成する

と共に、光影像すなわち対象物光線は処置領域から出発して入力レンズを通過し

可動鏡へ方向づけられる。可動鏡は回転可能であっても良く、直線的に移動可能

であっても良い。可動鏡の位置を何らかの位置、または第一制限位置から第二制

限位置の間の一連の固定位置に変更するために、細長い制御ロッド等の制御体が

設けてある。固定鏡は可動鏡から反射した光に割込むように配置されており、こ

の光を固定鏡位置の近傍に設けた中継レンズアセンブリに向けて方向を変える。

中継レンズアセンブリは、固定鏡からの光影像を、中継レンズアセンブリの長手

方向を通過して収束レンズアセンブリに入射するように方向づける。収束レンズ

アセンブリは収束レンズ、ズームレンズ、およびこれらの制御部を備えており、
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好ましくは関節鏡の制御部内に設ける。

      【０００７】

  本発明の別の好適な実施例では、関節鏡の入力端部は、入力レンズ、第一鏡、

第二鏡および中継レンズアセンブリを備えている。第一鏡は入力レンズに対して

固定されており、この二つは関節鏡の視野を変化させる際に単一体として移動す

る。第二鏡は可動であり、影像を中継レンズアセンブリ中に方向づける。入力レ

ンズと第一鏡は第二鏡と同じ軸の周りを回転できる。対象物光線は入力レンズを

通過して、第一鏡、第二鏡、および中継レンズアセンブリへと進行するので、軸

心光線の長さは関節鏡の視野の角度が変化する場合にも一定に維持される。周縁

光線の長さも、関節鏡の視野の角度が変化する場合にも一定に維持される。

      【０００８】

  （好適な実施形態の説明）

  本発明の好適な一実施例を、図１～図１０に示した関節鏡３０に即して説明す

る。

      【０００９】

  図１および２に示したように、関節鏡３０は影像入力端部３２と制御端部３３

とを有する細長いハウジング管３１を備えている。ハウジング管３１、より詳細

にはその制御端部３３、は関節鏡３０の外側制御部３５中に延在しても良く、そ

の詳細を図３～図５に示した。図１～図４に示したように、そこから関節鏡３０

のハウジング管３１の制御端部３３が突出している制御部３５が、ＣＣＤ取付け

部３６で終わる。ＣＣＤ取付け部３６は、関節鏡３０の使用者が観察する影像ス

クリーン（図示せず）に適切な手段により接続される。ＣＣＤ取付け部３６は従

来の構成であって良く、本発明の一部分を構成しない。従って詳細を省略する。

      【００１０】

  図２および図６Ａ～図６Ｃの拡大図に詳細に示したように、ハウジング管３１

の影像入力端部３２は、最末端部で傾斜している。傾斜は、通常３０°から６０

°の間である。図６Ａ～図６Ｃに拡大して示したハウジング管３１の外側端部は

、発散入力レンズ３７（複数のレンズを使用して良い）によって閉鎖される。入

力レンズ３７は、内側凹面３９から離間した外側凹面３８を有する。入力レンズ
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３７は、ハウジング管３１の入力端部３２の先端で密閉されていることが好まし

い。レンズ３７をハウジング管３１の端部の所定位置に載設する適したシール材

料は、生体内使用についてＦＤＡによって承認された何らかの従来の密閉用接着

剤である。入力レンズ（単数または複数）３７は、光学的ガラスまたは他の適切

なレンズ材料によっても形成して良い。単一入力レンズを使用する場合には、ハ

ウジング管と入力レンズとの間を良好に密閉するために、入力レンズ３７は、影

像入力端部３２でハウジング管３１の内径に可能な限り緊密に整合する周縁を有

することが好ましい。複数の入力レンズを利用する場合には、同様の方法を採る

必要がある。

      【００１１】

  図２および図４に示すように、関節鏡３０は、管３１の反対側に外側制御部３

５と、照明装置アセンブリ４２に接続された光源４１とを備えている。照明装置

アセンブリ４２は一以上の光ファイバー束４３を備えている。図４および図６Ｄ

に示すように、光ファイバー束（単数または複数）は関節鏡の入力端部へ延在す

る。簡単のために、図６Ａ～図６Ｃでは光ファイバー束４３は省略してある。照

明装置アセンブリ４２は、ハウジング管の影像入力端部３２の先にある外科処置

領域（図示せず）を照明する。典型的には、外科処置領域の照明は入力レンズ３

７を通して行われる。

      【００１２】

  図４に制御ロッド４５として示した制御体は、外側制御部３５からハウジング

管３１を通してその入力端部３２へ長手方向に延在する。ロッド４５は、ロッド

４５の軸に沿って可動鏡４７の位置を滑動させるために使用する（図６Ａ～図６

Ｃの矢印Ａを参照のこと）。鏡表面４７は図面では平面として示されているが、

可動鏡は凹面または他の形状でも良い。図６Ａ～図６Ｃに示すように、鏡表面４

７は、入力レンズ３７の内面３９と整列するがそこから離間している。制御ロッ

ド４５の端部は図６Ａ～図６Ｃの拡大図に詳細に示したように、ベース４６で可

動鏡４７に固定してある。市販されている適切な接着剤を用いてロッド４５の端

部を可動鏡４７のベース４６に固定して良い。必要な場合には、半田付けまたは

蝋付けを使用して良い。制御ロッド４５の先端を適切な可動鏡とするために研磨
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しコーティングしても良く、この場合には、ベース４６のような別の部材は必要

でない。

      【００１３】

  制御ロッド４５は、関節鏡３０の制御端部３５で滑動部４８中に延在してこれ

と係合する。図９Ａ～図９Ｃと関連して以下に説明するように、滑動部４８は二

つの制御ノブ４９および５０によって直線的に駆動される。

      【００１４】

  図６Ａ～図６Ｃに示したように、関節鏡３０では、可動鏡４７のベース４６は

中間位置（図６Ｂ）を通って最上方視野位置（図６Ａ）から最下方視野位置（図

６Ｃ）へ直線的に滑動する。可動鏡ベース４６の移動は逆転することができ、そ

の最下方位置（図６Ｃ）からその最上方位置（図６Ａ）へ向かって移動できる。

関節鏡３０によって外科医が得る影像は、重なり合う。滑動鏡４７を完全に後退

させた際には、図６Ａの最上方視野は、得られる最下方視野（図６Ｃ）の約５０

％と重なる。

      【００１５】

  図６Ａ～図６Ｃに示したように、関節鏡３０の入力端部の上部に、ベース５１

に載設された固定鏡５２を設けてある。固定鏡５２は可動鏡４７からの対象物光

線に割込み、これらの光線を中継レンズアセンブリ５３の入力端部５３Ａ上に入

射するように方向を変える。図６Ａ～図６Ｃの中継レンズアセンブリ５３は、安

定化のための外側ステンレス鋼スリーブ５４を有する従来の構成で良く、収束レ

ンズアセンブリ５５として示した受光器に光を向ける（図１、図２、図３および

図４）。収束レンズアセンブリ５５は収束レンズおよびズームレンズより成り、

従来の設計による。図１～図４に示すように、焦点レンズアセンブリ５５は、光

影像を通常の方法でＣＣＤ取付け部３６に方向づける。滑動部４８は、関節鏡３

０の制御部３５内に設置する。図７Ａ～図７Ｃに示した滑動部は、軸心中継レン

ズ開口部５８を有する本体５７を備えている。軸心中継レンズ開口部５８はまた

、滑動部の拡大端部５９を通って延在している。滑動部４８と整列すると共に制

御ロッド４５を取付けるように形成した滑動部４８中のソケット６１も図７Ｂに

示した。図示した実施例では、制御ロッドソケット６１は中継レンズ用の軸心開
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口部５８の直下に設置する。

      【００１６】

  カム／軸体部材６２のカム部分６５は、滑動部４８中の中央横断開口部６３の

中に位置する。開口部６３については図７Ａ～図７Ｃに示す。カム／軸体部材６

２については図８Ａ～図８Ｃに示す。開口部６３は、断面が完全な円形ではない

。これは図７Ｂに詳細に示したように、若干、拡大すなわち「引き伸ばされ」て

いる。カム／軸体部材６２は、円形断面の大型制御ノブシャフト取付けセグメン

ト６４と、中継レンズアセンブリスロット６６を有するカムセグメント６５と、

小型制御ノブシャフト取付けセグメント６７とを備えている。好適な構成を図８

Ａ～図８Ｃに詳細に示した。図９Ａ～図９Ｃに示した二つの制御ノブは、カム／

軸体部材６２（図８Ａ～図８Ｃ）の外側端部６４および６７に載設される。制御

ノブは、カム／軸体部材６２の大型制御ホイールシャフト取付けセグメント６４

上に据付られた右手制御ノブ４９を備えている。図８Ａ～図８Ｃおよび図９Ａ～

図９Ｃに示すように、第二のすなわち左手制御ノブ５０は、カム／軸体部材６２

の小型制御ノブシャフト取付けセグメント６７に組合わさる。

      【００１７】

  制御ノブ４９、５０およびこれらのシャフト取付け部６４、６７は、それぞれ

従来の手段によって互いに接続して良い。制御ノブ４９、５０の一方は、滑動開

口部６３内部でカム６５を回転するために使用でき、これが、滑動部４８および

取付けられた制御ロッド４５を、カム／軸体部材６２の回転運動に対して直線的

に移動させる。

      【００１８】

  図２に図示すると共に図１０に詳細に示した照明装置アセンブリ４２は、関節

鏡３０の入力端部に延在する光ファイバー束４３の一つの端部７２に適切な光源

４１からの光の焦点を結ぶコンデンサレンズ７１を備えても良い。図６Ｄに示す

ように、関節鏡３０の入力端部へ光を供給するために、二以上の光ファイバー束

４３を設けても良い。上述のように、図示した照明装置アセンブリは従来型の構

造を有しており、一般的に示しているに過ぎない。

      【００１９】
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  以下では、関節鏡３０の動作（図１～図１０）について考察する。最初に光源

４１（図２）からの光が、一以上の光ファイバー束４３の端部７２上に焦点を結

ぶ。光はファイバー４３を通過し、関節鏡３０の入力端部３２の先にある外科処

置領域を照明する（図１及び図２）。関節鏡３０では、光は束４３中を通り、少

なくとも部分的に固定鏡５２から可動鏡４７の反射面上に反射し、入力レンズ３

７を通って照明される領域へ進む。

      【００２０】

  外科処置領域から反射した光は、入力レンズ３７を通過した後、対象物光線の

影像を形成し、可動鏡４７上に入射する。この影像は固定鏡５２に入射するよう

に可動鏡４７によって方向づけられる。図６Ａ～図６Ｂに示すように、光は固定

鏡５２から中継レンズアセンブリ５３の入力端部５３Ａに向けて方向が変えられ

る。中継レンズシステム５３は、関節鏡３０を使用する外科医などが観察できる

ように、影像を焦点レンズアセンブリ５５を通してＣＣＤ取付け部３６に供給す

る。

      【００２１】

  関節鏡３０の使用者がＣＣＤ取付け部３６を通して得た影像に満足しない場合

には、制御ノブ４９および／または５０を操作して外科領域の異なる部分の影像

を得ることができる。図示したように、制御ノブを操作すれば、カム／軸体部材

６２（図８Ａ～図８Ｃ）、滑動部４８（図７Ａ～図７Ｃ）、およびロッド４５（

図６Ａ～図６Ｃ）を介して可動鏡４７を入力レンズ３７に向かって前進させたり

（図６Ａ参照）、可動鏡４７を入力レンズ３７から「より低い」位置に後退させ

る（図６Ｂおよび６Ｃ参照）ことができる。この方法によって、関節鏡３０を利

用する外科医などが得る影像を、装置の位置に変化を与えずにかなりの範囲にわ

たり変化させることができる。実際に装置３０の全視野範囲を、装置を軸方向に

移動させる必要なしに少なくとも３０°だけ増加できる。影像の更なる変更また

は修正は、適切なソフトウェアで行える。

      【００２２】

  図１１Ａ、１１Ｂおよび１１Ｃは変更装置の入力端部１３２の側面断面図であ

る。図１１Ａ、１１Ｂおよび１１Ｃはそれぞれ図６Ａ、６Ｂおよび６Ｃに対応す
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る。図１１Ａ～図１１Ｃでは、変更する要素を除き、参照番号および図示した要

素は図６Ａ～図６Ｃのものに対応する。ハウジング管１３１の装置入力端部１３

２は上述のように傾斜していると共に入力レンズ３７によって閉鎖されている。

図示したように入力レンズ３７は二つの凹レンズ表面、外側表面３８と内側表面

３９を備えても良く、他の入力レンズ構造を使用しても良い。固定鏡５２は、入

力レンズ３７のごく近傍のハウジング管３１の上部に載設される。固定鏡５２は

、中継レンズアセンブリ５３の入力端部５３Ａに面するベース５１上に反射コー

ティングを有する。

      【００２３】

  図１１Ａに示した変更例では、ベース１４６上に旋回式可動鏡１４７を設けて

ある。この鏡ベース１４６は、ハウジング管１３１の下部に位置する全体として

Ｕ字形の支持部材１７１の二つの側面１７０（一つのみを示す）の間で、横方向

に延在する装置のシャフト１４８に旋回可能な状態で載設されている。可動鏡ベ

ース１４６は、ピン１７２等によって制御ロッド１４５の端部に接続されている

。ロッド１４５は、ロッド４５と同様である。制御ロッド１４５は、図１１Ａ、

図１１Ｂおよび図１１Ｃの矢印Ｂで示したように直線的に移動できる。

      【００２４】

  図１１Ｂおよび図１１Ｃは図１１Ａと同じである。ただし、図１１Ｂは中間影

像を得るための中間位置での旋回式可動鏡１４７を示しており、図１１Ｃは最「

下方」視野に位置する旋回式可動鏡１４７を示している。この説明では図１１Ａ

～図１１Ｃは鉛直方向に向いているとしているが、図６Ａ～図６Ｃと同様に、水

平方向に向けてもよい。その場合には、「上方」および「下方」の呼称を「右方

」および「左方」、またはその逆、に変更すれば良い。

      【００２５】

  関節鏡３０の様々な部分は、関節鏡３０の全体的な動作に著しい影響を与える

ことなしに図示したものから変更できる。例えば入力レンズ３７や、可動鏡およ

びベース４６、４７、１４６、１４７の形状や、図示した中継レンズアセンブリ

５３を変更することができる。照明装置アセンブリ４２、４３も同様である。制

御ロッド４５（または制御ロッド１４５）も変更できる。制御ロッド４５は可動
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鏡４７を操作するための好適な機構ではあるが、直線的、旋回式、または他の必

要な経路に沿う、等により鏡４７を移動する別の機構を用いても良い。ハウジン

グ管３１の外側端部のレベルの角度は必要に応じて変化させて良い。３０°から

６０°のレベルが好ましいが、この角度は装置３０の主要用途に依存する。表示

にＣＣＤ装置を使用することは本質的ではない。表示に使用する「ソフトウェア

」を大きく変更しても良い。装置使用者が可動鏡を動作範囲内で移動できるよう

にするために好適な技術を用いて良い。

      【００２６】

  本発明に係る可変視野関節鏡３０’の入力端部の別の実施例を、図１２Ａ～図

１６に示した。簡単のために、関節鏡３０’の入力端部１００の全体のみを図示

した。上下視野変化を与える関節鏡として示したが、同様に、側面対側面視野変

化または他の軸に沿う視野変化が得られるように関節鏡３０’を向けても良い。

本発明のこの実施例に係る可変視野関節鏡３０’の入力端部の全体を１００で示

した。入力端部１００は対象物光線で形成された光影像の全体を捕捉して影像を

制御端部に送る。ここで説明したように、対象物光線は対象物影像の光学中心に

おける軸心光線と、外側エッジすなわち対象物影像の周縁における周縁光線とか

ら成る。

      【００２７】

  図１２Ａに示したように、関節鏡３０’の入力端部１００は、中心長手軸に沿

って延在する細長いハウジング管３１’の内部に収容されている。ハウジング管

３１’の端部は、接着剤などによって固定した窓１０４によって閉鎖されており

、ハウジング管３１’の端部に密閉部を形成して密閉しても良い。窓１０４は、

関節鏡３０’の密閉システムの一部を形成している。窓１０４は、ハウジング管

３１’の端部の密閉部で所望の角度を形成するように配置することができる。例

えば、窓を、ハウジング管３１’の閉鎖部が約３０°と６０°の間で傾斜するよ

うに配置しても良い。窓１０４は平坦なガラスまたは他の適切な材料であっても

良く、湾曲表面を有していても良い。例えば窓１０４は、ハウジング管３１’の

端部から外側に湾曲するように配置したメニスカスレンズでも良い。窓１０４を

所望の角度に配置した際にハウジング管３１’のエッジが窓１０４の外面と同一
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平面上にあるようにハウジング管３１’の端部を形成することが好ましい。

      【００２８】

  可変視野関節鏡３０’の入力端部１００は、入力レンズ１１２、第一鏡１１４

、および第二鏡１１６を備えている。入力レンズ１１２は、窓１０４の近傍に置

かれ影像拡大負レンズであることが好ましい。入力レンズ１１２および第一鏡１

１４は、相互の関係、すなわちこれらの間の距離と角度とを含む相対位置で固定

され、変化せず、かつ典型的にこれらは互いに対して傾斜している。しかし、入

力レンズ１１２および第一鏡１１４は移動可能であり、一緒に載設される場合に

は単一体として移動する。図１２Ａ～図１２Ｃに示した実施例では、入力レンズ

１１２および第一鏡１１４は、揺動アーム１２４に載設されると共にこれに固定

される。これらは、第一鏡１１４の表面の平面が入力レンズ１１２の光軸に対し

て垂直な平面から約３０°の角度となるように載設することが好ましい。揺動ア

ーム１２４が移動する際には、入力レンズ１１２および第一鏡１１４は揺動アー

ム１２４上で単一体として移動し、好ましくは軸体１２２の周りに回転する。入

力レンズ１１２、第一鏡１１４および揺動アーム１２４が入力レンズアセンブリ

１２０を構成する。入力レンズアセンブリ１２０は、選択された視野位置からの

対象物光線を捕捉する。入力レンズアセンブリ１２０の移動により可変視野関節

鏡３０’の視野位置の調節が可能となり、関節鏡３０’で捕捉する入力影像を変

化させることができる。図示した実施例では、この載設部材は入力レンズアセン

ブリ１２０を移動させるアームとしても機能するが、これらの機能を分離しても

良い、例えば入力レンズの載設部材を第一鏡の載設部材から分離しても良い。

      【００２９】

  第二鏡１１６は回転可能であり、軸体１２２の周りで回転することが好ましい

。第二鏡１１６は、入力レンズアセンブリ１２０で捕捉され反射された影像の対

象物光線を受光し、これらの光線を関節鏡３０’の制御端部へ伝送するレンズ中

継システム１１８へ反射する。第二鏡１１６は、上部すなわち第一表面の反射鏡

であることが好ましい。図１４Ｂを参照すれば、第二鏡１１６はハウジング１１

７によって支持されると共に軸体１２２によって吊り下げられる。軸体１２２の

中心および第二鏡１１６の反射面は、ほぼ同一平面上にあることが好ましい。軸
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体１２２、第二鏡ハウジング１１７および揺動アーム１２６は、軸体１２２の周

りを回転する単一体として動作することが好ましい。好適な一実施例では、第二

鏡１１６と軸体１２２は軸体１２２上に支持されたハウジング１１７と共に単一

体として構成されている。軸体１２２の中央部は、軸の厚みを減じると共に第二

鏡１１６の適正な位置を確保するように機械加工しても良い。鏡を支持するハウ

ジング１１７の部分から軸体１２２の中心までの距離は、第二鏡１１６の厚みに

等しい。第二鏡１１６を載設する際には、第二鏡１１６の反射面は軸体１２２の

中心にある。軸体１２２の構造上の統一性を維持するために、軸体１２２とハウ

ジング１１７はより厚い中心部分を有するほぼ円筒形の半加工品から機械加工す

ることが好ましい。第二鏡用のハウジング１１７を形成するスロットは、強化の

ための側壁を残して、より厚い中心部分に形成してある。

      【００３０】

  入力レンズアセンブリ１２０の回転により関節鏡３０’の視野の変化が可能に

なる。入力レンズアセンブリ１２０は、第二鏡１１６が周囲を回転する軸に平行

な軸の周りを回転する。図示した実施例では、入力レンズアセンブリ１２０は、

第二鏡１１６の中心に配置されると共にその表面に沿って延在する軸体１２２の

周りで回転することが好ましい。すなわち、第一および第二鏡１１４、１１６は

、同じ軸の周りを回転する。入力レンズアセンブリ１２０は、最上方に面する視

野（「完全上方」）と最下方に面する視野（「完全下方」）との間で約３０°回

転することが好ましいが、必要に応じて異なる範囲を選択しても良い。好適な一

実施例では、関節鏡３０’は約１００°以上の全視野範囲を有する。関節鏡３０

’の中央視野、すなわち関節鏡３０’の範囲の中央における視野は、（図１２Ａ

に示したように）関節鏡３０’のハウジング管３１’の長手軸から角度４５°だ

け上方にある。

      【００３１】

  入力レンズアセンブリ１２０は、異なる角度に回転するに伴って、異なる視野

での対象物光線を捕捉する。入力対象物光線は、典型的にはレンズ中継システム

１１８を経て入力端部１００から関節鏡３０’の制御端部へ送られる。対象物光

線を良好に伝送するためには、レンズ中継システム１１８に対して適切に方向付
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けする必要がある。第二鏡１１６は、中継器に対する対象物光線を関節鏡３０’

の制御端部に方向づける。次いで、第一鏡１１４から第二鏡１１６まで反射され

た対象物の視野は、好ましくは反射された影像の中心線すなわち軸心光線がレン

ズ中継システム１１８の中心線と同軸になるように、第二鏡１１６から反射され

る。典型的には、レンズ中継システム１１８の中心線は、ハウジング管３１’の

長手軸に平行である。本発明の好適な一実施例において、ハウジング管３１’の

長手軸から４５°上方にある関節鏡３０’の中間視野では、第二鏡１１６の表面

の平面は、対象物光線を第二鏡１１６からレンズ中継システム１１８中へ適切に

方向づけるために、第一鏡１１４の表面の平面から約２２．５°の角度にある。

      【００３２】

  入力レンズアセンブリ１２０が回転するに伴い、第二鏡１１６の位置は所望の

整列を維持したまま変化しなければならない。鏡の幾何学的配置により、例えば

鏡が第一位置から第二位置へ回転する際の反射光線の角度の変化は、鏡の角度の

変化の二倍である。より詳しくは、第一鏡１１４から反射される光線の角度の変

化は鏡１１４と入力レンズアセンブリ１２０の角度変化の二倍である。入力レン

ズアセンブリ１２０は軸体１２２に関して固定されているので、第一鏡１１４か

ら反射した軸心光線は、軸体１２２に沿う第二鏡１１６上の或る点まで常に達す

る。軸体１２２は第一鏡１１４から一定距離にあるので二つの鏡の中心間の距離

は視野とは無関係に維持される。しかし、軸心光線が中継システム１１８の中心

に向かって適切な角度で反射されるように、第二鏡１１６は入力レンズアセンブ

リ１２０の角度変化の半分だけ回転する必要がある。従って、入力レンズアセン

ブリ１２０が回転するに伴って第二鏡１１６が回転することが好ましく、また、

回転角度は、入力レンズアセンブリ１２０が回転する角度の半分であることが好

ましい。図示目的用の図１６を参照すれば、第一鏡は関節鏡３０’の第一視野に

対応する第一位置ｍ１ａと、関節鏡の第二視野に対応する第二位置ｍ１ｂ（点線

で示す）とを有する。第二鏡は関節鏡の第一視野に対応する第一位置ｍ２ａと、

関節鏡の第二視野に対応する第二位置ｍ２ｂ（点線で示す）とを有する。二つの

視野位置の何れについても、ｍ１ａとｍ１ｂとの間の角度差はｍ２ａとｍ２ｂ間

の角度差の二倍であることが必要である。好適な一実施例では、入力レンズアセ



(18) 特表２００３－５１５３７４

ンブリ１２０が完全上方視野から完全下方視野に亘って約３０°の回転範囲を有

する場合には、第二鏡１１６はこれに応じて約１５°の回転範囲を有する。

      【００３３】

  好適な一実施例では、入力レンズアセンブリ１２０と第二鏡１１６の回転は単

一プッシュロッド１２８によって制御される。上述の制御ロッド４５に類似した

プッシュロッド１２８は、好ましくは制御ノブ４９、５０により、本発明の他の

実施例に関連して説明したものと同様の方法および機構により、外側制御部３５

から制御される。プッシュロッド１２８は、入力レンズアセンブリ１２０と第二

鏡１１６について異なる回転角度を実現する。プッシュロッド１２８は、揺動ア

ーム１２４、１２６を移動することによって鏡１１４、１１６を移動する。第一

鏡１１４の角度変化を第二鏡１１６の角度変化の二倍とするためには、第一鏡１

１４をプッシュロッド１２８に接続する揺動アーム１２４の長さは、第二鏡１１

６をプッシュロッド１２８に接続する揺動アーム１２６の長さの半分である。二

つの揺動アーム１２４、１２６が軸体１２２の周りを回転して同一の円弧を描く

に伴い、長い揺動アーム１２６は短い揺動アーム１２４よりも小さな角度をカバ

ーする。好適な一実施例では、入力レンズアセンブリ１２０が中央視野に位置す

る場合には、軸心光線が第二鏡１１６とレンズ中継システム１１８間を通過する

際に、揺動アーム１２４、１２６は軸心光線に対して垂直すなわち９０°となり

、第一鏡１１４と第二鏡１１６の位置に関する所望の関係が実現する。この９０

°の角度は、軸体１２２の中心と接続ロッド１３４、１３６の接続点における揺

動アーム１２４、１２６の回転点との間の線、並びに、第二鏡１１６とレンズ中

継システムとの間を通過する軸心光線によって形成される。

      【００３４】

  図示した実施例では、各揺動アーム１２４、１２６は、接続ロッド１３４、１

３６によってプッシュロッド１２８に接続される。接続ロッド１３４、１３６に

よりプッシュロッド１２８の直線運動が揺動アーム１２４、１２６の回転運動に

変換されて、揺動アーム１２４、１２６は自由に回転できる。接続ロッド１３４

、１３６は、ピンまたは肩付ねじのような他の固定具によってプッシュロッド１

２８および揺動アーム１２４、１２６に取付けられることが好ましい。鏡および
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入力レンズの所望の幾何学的配置が維持される限り、如何なる機械的配列を用い

ても良い。例えば一以上のプッシュロッドも有効であり得る。

      【００３５】

  入力レンズ１１２、第一鏡１１４および第二鏡１１６を通して得られた対象物

光線は、関節鏡３０’の外側制御部３５に中継されることが好ましい。光線は、

影像の質を維持すると共に収差を最小にして中継されることが好ましい。レンズ

中継システム１１８は、対象物光線を制御端部へ伝送する。様々な実施例では、

レンズ中継システム１１８は一つのレンズまたは一連のレンズであり、この一例

は、視野レンズ／中継レンズシステムと一般に呼ばれているシステムである。レ

ンズ中継システム１１８は第二鏡１１６上、好ましくは軸心対象物光線１５０が

反射される軸体１２２の中心線上の点と同軸であることが好ましい。別の実施例

では、レンズ中継システム１１８をコヒーレント光ファイバー束で代替しても良

い。別の実施例では、レンズ中継システム１１８は屈折率勾配レンズまたは屈折

率変化を有するその他のレンズであっても良い。レンズ中継システム１１８はハ

ウジング管３１’の入力端部１００の内部に収容されているとして示したが、レ

ンズ中継システム１１８は典型的には制御端部３３に向かって更に延在する。レ

ンズ中継システム１１８をコヒーレント光ファイバー束で代替する場合、または

屈折率勾配レンズシステムで代替する場合には、典型的にはレンズ中継システム

１１８と同様に、ハウジング管３１’の長さにほぼ沿って延在する。

      【００３６】

  本発明の好適な実施例では、視野を変更した際に影像の焦点を維持すると共に

収差を最小にするために、入力レンズ１１２、第一鏡１１４および第二鏡１１６

は様々な影像光線経路長が維持されるように配置されることが好ましい。この特

徴は図１５Ａ～図１５Ｂおよび図１６を参照すればより明確に理解できる。軸心

光線１５０の長さは、関節鏡３０’の視野が完全上方（図１５Ａ）または完全下

方（図１５Ｂ）にあっても一定に維持される。同様に周縁光線の長さ、典型的に

は影像の上部および底部における光線の長さは、関節鏡３０’の視野が完全上方

（図１５Ａ）または完全下方（図１５Ｂ）にあっても一定である。周縁光線の長

さは相互にも一定である。焦点が結ばれれば、システムの総ての光線は、視野と
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は無関係に焦点に留まる。このシステムでは、広角レンズによる歪みは視野とは

無関係に一定である。この状況を図１５Ａおよび１５Ｂに示した。図１６には、

完全上方および完全下方視野についての影像の軌跡を重ね合せて示した。関節鏡

３０’の軸心光線の経路は、この図を参照すれば明らかである。軸心光線１５０

は入力レンズ１１２の中心を通過し、第一鏡１１４の中心から反射し、第二鏡１

１６から中継レンズシステム１１８の第一レンズの中心への軸体１２２の中心線

で反射する。関節鏡３０’の視野とは無関係に、軸心光線１５０の経路長は常に

一定である。つまり、（１）入力レンズ１１２および第一鏡１１４は互いに固定

されているので、入力レンズ１１２から第一鏡１１４への軸心光線１５０の経路

長は一定である。また、（２）第一鏡１１２がその周りを回転する点であると共

に第一鏡１１２から一定の距離にある軸体１２２上に、軸心光線１５０が反射さ

れる第二鏡１１６の表面の中心点があるので、第一鏡１１４から第二鏡１１６へ

の軸心光線１５０の経路長は一定である。さらに、（３）第二鏡１１６の中心か

ら、軸体１２２に固定された第二鏡１１８の中心から一定距離にある中継レンズ

システム１１８の第一レンズの光学中心への軸心光線１５０の経路長は一定であ

る。

      【００３７】

  本明細書での説明は参照を目的としたものであって、限定を目的としたもので

はない。好適な実施例を参照して本発明を説明したが、当業者ならば本発明の装

置に対して、本発明の観点および範囲から逸脱することなしに様々な変更や修正

を加え得ることは明らかである。

【図面の簡単な説明】

    【図１】  本発明の好適な一実施例に係る構成の可変視野関節鏡の平面図で

ある。

    【図２】  図１の装置の側面図である。

    【図３】  図１および図２の関節鏡の制御部の拡大平面図である。

    【図４】  図１および図２の関節鏡の制御部の拡大側面図である。

    【図５】  図３の５－５線にほぼ沿った詳細図である。

    【図６Ａ】  最上方視野に調節した状態での、図１の関節鏡の影像入力端部
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の拡大長手方向側面断面図である。

    【図６Ｂ】  中間視野に調節した状態での、図１の関節鏡の影像入力端部の

図６Ａと同様の側面断面図である。

    【図６Ｃ】  最下方視野に調節した状態での、図１の関節鏡の影像入力端部

の図６Ａおよび図６Ｂと同様の側面断面図である。

    【図６Ｄ】  図６Ａの６Ｄ－６Ｄ線にほぼ沿った断面図である。

    【図７Ａ】  図１の関節鏡に使用される滑動部材の拡大側面図である。

    【図７Ｂ】  図７Ａの滑動部材の平面図である。

    【図７Ｃ】  図７Ａおよび７Ｂの滑動部材の端面図である。

    【図８Ａ】  図１の関節鏡の制御端部（図３）に使用されるカム／軸体部材

の拡大平面図である。

    【図８Ｂ】  図８Ａのカム／軸体部材の端面図である。

    【図８Ｃ】  図８Ａのカム／軸体部材の側面図である。

    【図９Ａ】  図１の関節鏡の制御端部（図３）側から見た二つの制御ノブの

拡大平面図である。

    【図９Ｂ】  図９Ａの制御ノブの端面図である。

    【図９Ｃ】  図９Ａの線９Ｃ－９Ｃ線にほぼ沿った制御ノブの断面図である

。

    【図１０】  図１の関節鏡用照明装置の拡大側面図である。

    【図１１Ａ】  最上方視野に調節した状態での、本発明の別の一実施例に係

る関節鏡の入力（視野）端部の図６Ａと同様の長手方向側面断面図である。

    【図１１Ｂ】  中間視野に調節した状態での、図１１Ａの装置の図１１Ａと

同様の側面断面図である。

    【図１１Ｃ】  最下方視野に調節した状態での、図１１Ａと同様の側面断面

図である。

    【図１２Ａ】  中央視野に調節した状態での、本発明の別の一実施例に係る

可変視野関節鏡の入力端部の側面断面図である。

    【図１２Ｂ】  最上方視野に調節した状態での、本発明の一実施例に係る可

変視野関節鏡の入力端部の側面断面図である。
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    【図１２Ｃ】  最下方視野に調節した状態での、本発明の一実施例に係る可

変視野関節鏡の入力端部の側面断面図である。

    【図１３】  可変視野関節鏡の入力端部の側面断面図であり、中央視野に調

節した状態での、本発明の一実施例に係る入力レンズアセンブリおよび関連機構

を示している。

    【図１４Ａ】  可変視野関節鏡の入力端部の側面断面図であり、中央視野に

調節した状態での、本発明の一実施例に係る第二鏡および関連機構を示している

。

    【図１４Ｂ】  本発明の一実施例に係る第二鏡、第二鏡ハウジング、軸体、

および第二鏡関連機構の端面断面図である。

    【図１５Ａ】  可変視野関節鏡の入力端部の側面断面図であり、本発明の一

実施例に係る最上方視野における対象物光線の方向づけを示している。

    【図１５Ｂ】  可変視野関節鏡の入力端部の側面断面図であり、本発明の一

実施例に係る最下方視野における対象物光線の方向づけを示している。

    【図１６】  可変視野関節鏡の入力端部の側面断面図であり、本発明の一実

施例に係る最上方視野および最下方視野の両方における影像光線の方向づけを示

している。
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